
大阪府情報公開審査会答申（大公審答申第１４５号） 

[安威川ダム用地買収物件補償関係文書部分公開決定異議申立事案（自治会所有墓地分）] 

（答申日 平成１９年７月３０日） 

 

 

第一 審査会の結論 

実施機関は、本件異議申立ての対象となった部分公開決定において公開しないことと決定した

部分のうち、住民票及び個人の住所が記録されている部分を除く部分を公開すべきである。 

 

 

第二 異議申立ての経過 

 

１ 平成１８年６月２７日、異議申立人は、大阪府情報公開条例（以下「条例」という。）第６

条の規定により、大阪府知事（以下「実施機関」という。）に対し、「安威川ダムにかかる生

保地区の墓地の移転にかかる起案から手続上から最終移転完了に至るまでの一切の書類」につ

いての公開請求（以下「本件請求」という。）を行った。 

 

２ 同年７月１１日、実施機関は、本件請求に対応する行政文書として、「平成１６年６月２３

日 補償費の評価決定額について（伺い）」（個人使用墓地に係る分）を特定の上、条例第１

３条第１項の規定により、部分公開決定を行い、異議申立人に通知した。 

 

３ 同年１０月１１日、実施機関は、本件請求に対応する行政文書として、新たに、「平成１６

年６月２３日 補償費の評価決定額について（伺い）（自治会に係る分）」（以下「本件行政

文書」という。）特定の上、条例第１３条第１項の規定により、（１）の部分（以下「本件非

公開部分」という。）を除いて公開する旨の部分公開決定（以下「本件決定」という。）を改

めて行い、（２）のとおり公開しない理由を付して、異議申立人に通知した。 

（１）公開しないことと決定した部分 

ア 補償決定額（単価及び数量・補償項目別の補償額・補償額の算定基礎） 

イ 地上物件・補償調書の金額、適要、合計金額、単価、金額、備考（コード） 

ウ 埋葬霊体調査表、改葬料の金額及び数量 

エ 竹木類移植及び伐採補償単価別集計表の単価、金額、摘要、合計金額 

オ 住民票（生年月日、世帯主名、続柄、住民となった年月日、住定年月日、本籍、筆頭者） 

カ 個人の住所 

キ 土地の種別 

（注）本件決定の通知書には、上記のほか、「工作物明細書の数量」が記載されているが、

誤って記載したものであり、異議申立人に対しては、すでに公開が実施されている。 

（２） 公開しない理由 

ア 条例第８条第１項第１号に該当する。 

本件行政文書（非公開部分）には、自治会に対する補償金額等が記録されており、これ

らを公にすることにより当該自治会の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められ

 



る。 

イ 条例第８条第１項第４号に該当する。 

本件行政文書（非公開部分）には、安威川ダム建設事業に係る、補償費の決定額や算定

基礎に係る金額等が記録されており、これらは事業用地の買収に係る交渉の事務に関する

情報であって、公にすることにより、今後、関係者の理解を得ることが困難になるなど、

当該若しくは、同種の事務の目的が達成できなくなり、これらの事務の公正かつ適切な執

行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる。 

ウ 条例第９条第１号に該当する。 

本件行政文書（非公開部分）には、個人の住所及び住民票が記録されており、これらは

個人のプライバシーに関する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般

に他人に知られたくないと望むものであると認められる。 

 

４ 同年１０月２３日、異議申立人は、本件決定を不服として、行政不服審査法第６条の規定に

より、実施機関に異議申立てを行った。 

 

 

第三 異議申立ての趣旨 

補償決定額を公開することを求める。 

 

 

第四 異議申立人の主張要旨 

異議申立人の主張は概ね以下のとおりである。 

 

１ 異議申立書における主張 

  補償金額からは特定の個人を識別することは不可能である以上金額は全面公開すべきである。 

 

２ 反論書における主張 

（１）条例第８条第１項第１号に該当しないことについて 

同号は法人その他の団体に関する内部情報であって、公にすることにより、当該法人等の

競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる場合公開しないことができるとされて

いる。 

本件は権利能力なき社団である「生保自治会」が無縁仏の墓石等の移転に関する補償金を

受けた事案である。生保自治会が収益的な事業を行いその対価として金員が支払われたとい

う事案ではない（単に墓地の管理を目的として設立された生保組合にはそもそも事業活動な

どないのが一般的と思われる）。生保自治会の「競争上の地位」に何らかかわらないもので

ある。 

実施機関は「団体の自治のための資産に係る内部的な情報」というが、本件は生保自治会

の財務状況の公開を求めているものではない。墓地の移転に伴う一回的な補償についての情

報を求めているのである。このような情報が「競争上の地位その他の正当な利益を害する」

というのであれば法人その他の団体に対する支出は全て非公開が許されることとなり（どの

ような収入であっても「資産に係わる」と言いうる）、限定的に非公開事由を定めた条例の
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趣旨が没却されることとなり、とうてい容認できない。 

本件は生保自治会にとって、一回的特別な補償金の受領であり、その額が公開されたとし

ても自治会の運営に支障をきたすものではなく、条例第８条第１項第１号にはあたらない事

案である。 

（２）条例第８条第１項第４号に該当しないことについて 

同号は、情報を公にすることにより当該もしくは同種の事務事業の目的が達成できなくな

り、又は公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがある場合非公開とすることがで

きる旨定める。しかしこれは実施機関の主観的なおそれでは足りず、客観的にそのおそれが

認められる場合でなければならない。 

公共事業のために地権者である私人に土地の売渡し、支障物件の移転を求めるという行為

は、相手方である私人の意図にかかわらず、土地を取得する行為であり、平等の原則から言

えば、客観的基準に基づいてその価格は決定されるものである。売渡しや移転を求める物件

の状態に応じてその価格が決定することではあるが、客観的な基準を超えて相手方私人との

交渉によって価格が決まるものではない。 

相手方との地道な交渉の積み重ねにより用地事務が行われることは当然であるが、その交

渉の積み重ねにより、客観的な基準を逸脱するような価格により、移転が行われることはあ

ってはならない。 

また、本件は墓石の移転についての補償事案である。代替地が用意され、移転をするため

の費用であって、居住する家屋の明け渡し等、経済的に生活に大きく関わるものでもない。

より明確一律の基準に基づいて行われる補償であることからも、交渉において大きな保証価

格の差は生じないと解される。 

更に本件は、生保自治会長がいわゆる「無縁仏」の墓石等の移転について補償を受けた事

案である。そもそも特定個人の財産に関するものではない（誰のものかわからない故に「無

縁仏」なのである）。無縁仏の墓石等の移転について、生保自治会が補償額を受け取る行為

はそれ自体が公益に関する問題である。個人の管理する墓石移転のような自己の祖先等に対

する感情等の問題が絡む余地はあるが、無縁仏については、そのような個人的感情が介入す

る余地はなく他の墓石移転に関する補償以上に一定の基準で画一処理されるものである。 

実施機関は「支障物件に関する情報であって、契約の相手方においては、相続や税務関係

等、生活や事業活動に関わるような事情を抱えており、これらの支障物件に関する情報を公

にすることによって、公共事業に協力した人々に如何なる影響を与えるか、はかり知れない

ものがある」と主張する。生保自治会に生活や相続の問題は存在しない。また本件は生保自

治会の事業活動に関係はなく、事業活動の障害ともならない。税務に関しても墓地の管理の

ため設立された権利能力なき社団である生保自治会には問題が生じないものである。また無

縁仏の墓石移転に関し生保自治会にいくらの補償金が入ったかが明らかになっても今後の個

人の墓石移転の参考ともならず、何人の生活・事業・相続・税務にも影響を及ぼすものでも

なく、同種事務の目的達成、事務の公正かつ適切な執行に全く支障を及ぼすおそれはない。 

実施機関の弁明は、それぞれの事案に沿って、具体的慎重に非公開事由を検討し述べてい

るものではなく、定型的な非公開理由を記載しているに過ぎず、本件において意味をなさな

い。 

むしろ公正明快な基準で本件用地事務がなされていることが、公になることは、府の用地

事務の信頼を高めることになると言うべきである。 
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（３）条例第９条第１号に該当しないことについて 

同号は個人のプライバシー保護を定めたものである。 

しかし、前述したとおり、異議申立人は相手方私人の氏名・住所までの公開を求めている

ものではない。そもそも無縁仏についてはその相続人を含め氏名住所など把握できないこと

は以後申立人も当然了解している。 

なお生保自治会会長の氏名は公表されている。 

以上のとおり、実施機関による本件部分公開決定は条例の解釈を誤ったものであり速やかに

公開をすべきである。 

 

 

第五 実施機関の主張要旨 

実施機関の主張は概ね以下のとおりである。 

 

１ 安威川総合開発事業（安威川ダム建設事業）について 

安威川の中・下流部は、淀川や北摂山地からの流出土砂により形成されたという地形的条件

から、必然的に水に弱く、近年においてもたびたび水害を繰り返し、なかでも昭和４２年に北

摂を襲った豪雨は、周辺地域に甚大な被害をもたらした。これら契機にダム構想立案（予備調

査開始）されたのが、安威川総合開発事業（以下「安威川ダム建設事業」という。）である。 

また、昭和４２年の北摂豪雨以降にも、昭和５８年９月の出水期に、安威川の水位が溢水寸

前にまで達したことや、平成１１年６月に摂津市や吹田市の内水域での水害が発生したことか

ら、流域各市においてダム建設の必要性に対する認識が高まり、昭和６０年１２月及び平成７

年１２月には流域各市の市長から府に対し、ダム建設促進の要望書が提出されている。 

その一方、地元関係地区との間では、ダム建設に関する協議を鋭意進め、信頼関係の構築に

努めてきた結果、技術調査の実施が実現し、平成７年３月から平成１０年１０月にかけて、ダ

ム建設に関する基本合意である「基本協定」を関係地区全てと締結するに至った。 

その後、平成１１年３月に「安威川ダム総合開発（安威川ダム建設）に伴う損失補償基準協

定書」を関係地区と締結し、地元と実施機関との信頼関係に立っての交渉協議を基本として、

本格的な用地買収を開始することとなった。 

安威川の氾濫区域内には、現在、約３０万人が居住しており、安威川ダムはこのような水害

から流域に暮らす人々の人命や財産を守るために建設するものである。 

また、安威川ダムは、大阪府内市町村の水道用水として新たに約１万㎥/日を供給できるダム

として、今後の大阪府の水需要に対処することとされている。このほか、安威川ダムは、ダム

下流の安威川沿川の既得用水の安定した取水や河川環境の保全を図ることが期待されている。 

 

〔ダムの概要〕 

・ダ  ム  名： 安威川ダム 

・事業主体  ： 大阪府・大阪府営水道 

・水    系： 淀川水系安威川 

・位    置： 茨木市生保、大門寺地区外 

・全体事業費： 約１．３７０億円（変更後の試算値） 
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２ 安威川ダム建設事業における用地事務について  

（１）公共用地取得に伴う損失補償について 

一般に公共事業を行うために土地を買収するときには、その買収する土地に建物や工作物

等がある場合は、支障となる建物や工作物等を撤去するか他の場所に移転を求める。その際、

支障物件の移転費用をはじめとして、それらに伴い生じる費用を「通常生じる損失」として

補償する。 

補償費の評価決定額については、大阪府が作成している「都市整備部用地事務処理要綱」

及び「同細則」に基づき支障物件の調査及び算定を行い、補償費を決定するものである。 

また、補償費の算定にあたっては、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」（昭和３

７年６月２９日閣議決定）及び「公共用地取得に伴う損失補償基準」（昭和３７年１０月１

２日用地対策連絡協議会決定）等に基づき算定を行い、その考え方は、支障物件を移転させ

る際には、通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転工法によって移転す

るのに要する費用を補償するというものである。 

（２）安威川ダム建設事業に係る用地事務について 

安威川ダム建設事業においては、平成１１年度から本格的に用地買収を開始し、事業の施

行に必要な土地の取得を行っている。 

対象となる土地には、複数の墓地も含まれており、これらの移設及び再建については、ダ

ム建設により先祖代々から使用してきた墓を新たな場所へ移設することになるため、移転先

の選定に始まり、現況墓地の調査、使用者の聞き取り、補償金の算定など、数多くの協議、

調整等を地元自治会や墓地使用者等と行ってきた。 

移転先となる代替墓地の場所については、ダム対策委員会にて「代替宅地土地利用計画」

に係る協議を必要とし、配置計画案についても事業主体として誠意と熱意をもって取り組ん

できた。また、移設に要する費用については、上記（１）に示した方法により補償金を算定

し、補償を行っているところである。 

なお、ダム事業全体では、平成１８年３月末現在、要買収面積約１４２ｈａのうち、取得

済み面積は約１３８ｈａ、進捗率は９７．２％である。 

 

３ 本件行政文書について 

本件行政文書は、安威川ダム建設事業に係る、自治会所有の墓地移設に要する補償費を決定

する際の起案文書である。 

起案文書は、損失補償費を算定する根拠として作成された「補償費の評価決定額について

（案）」、「損失補償金算定調書」、「移転雑費明細書」、「その他の補償費明細」、「支障

物件調査表」、「建物概要」、「建物付帯設備他」、「地上物件補償調書」、「埋葬霊体調査

表・改葬料」、「工作物明細書」、「竹木類移植及び伐採補償単価別集計表」の各調書並びに

「補償費の決定について（依頼）」及び「住民票（自治会長分）」の文書からなるものである。 

（１）損失補償算定調書について 

ア 「補償費の評価決定額について（案）」 

安威川ダム建設事業に係る地上物件移転補償費及びその他の補償費の「決定額」が、「物

件の所在地」及び「補償対象者」ごとに表形式で記載されている。 

このうち、本件決定においては、「決定額」における金額を非公開とした。 

イ 「損失補償金算定調書」 
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損失補償算定調書は、補償費の評価決定額を算出した内容を記載した調書であり、「事

業名」、「物件の所在地」、「被補償者の住所及び氏名」、「土地・建物の種別（土地、

建物の利用状況）」、「構造・用途（支障物件となる物件の構造、用途）」、「建物敷地

面積」、「建物対象面積」、「認定工法」、「更地価格」、「補償項目」等からなる。 

「補償項目」としては、「地上物件補償額（墓石等の構外移設に要する費用）工作物明

細書及び墳墓の改葬に要する費用（埋葬霊体調査表・改葬料）」、「仮住居補償（一時借

入額・家賃額）」、「借家人補償（住居借入額・家賃差額）」、「動産移転料」、「仮施

設補償」、「家賃減収補償」、「営業補償」、「移転雑費（移転雑費明細書）」、「その

他（移転雑費明細書）」等が記載されている。 

このうち、本件決定においては、「被補償者の住所及び氏名」欄における個人の住所、

「土地・建物の種別（土地、建物の利用状況）」欄における土地の利用状況、「地上物件

補償額」、「移転雑費」欄における補償額及び合計金額を非公開とした。 

ウ 「移転雑費明細書」 

墓地を移設する際の移転雑費及び祭典料の算定に係る明細であり、「氏名（被補償者名）」、

「移転先選定面積」、「移転先選定費（業者選定・自己選定）」、「法令上の手続き費（建

築確認申請・設計工事管理料・建物の登記費・土地の登記費・その他の手続き費・手続に

必要な旅費）」、「広告・移転補償費等」、「地鎮祭等」、「契約費用（墳墓の移転に関

する工事費等に請け負わした場合に請負契約書に必要となる印紙税額）」、「就業不能補

償額〔墳墓の移転工事等（業者選定契約、監督、地鎮祭、引渡し、その他）の事由で就業

できないことにより通常生ずる損失の補償〕」、「その他の補償明細（墳墓移転の際の祭

典料）」等からなる。 

このうち、本件決定においては、「契約費用」、「就業不能補償額」欄における補償額

及び算定基礎並びに合計金額を非公開とした。 

エ 「支障物件調査表」 

移設する墓地に係る調査表であり、「所在地」、「所有者住所」、「所有者氏名又は名

称」、「借家人、間借人住所」、「借家人、間借人氏名又は名称」、「建物概要（棟番号

・名称種別・構造概要・単位・建築年次）」、「建物附帯設備他（種別・構造及び仕上・

形状寸法・数量・備考）」からなる。 

このうち本件決定において、公開しないことと決定した部分は存在しない。 

オ 「地上物件補償調書」 

移設する墓地に係る調査表であり、「物件所有者の住所及び氏名」、「種類（墳墓の移

転に要する費用の補償の種類）」、「構造・形状・寸法」、「工法」、「数量」、「単位」、

「単価」、「金額（墓石の移転に要する金額、消費税相当額、墳墓の改葬に要する金額）」、

「摘要（補償金額の算出に伴う算定根拠）」からなる。 

このうち、本件決定においては、「金額」及び「摘要」欄における算定金額、及び合計

金額を非公開とした。 

カ 「埋葬霊体調査表・改葬料」 

墓地に埋葬されている霊体の調査時に作成する文書であり、「調査番号」、「墓地の所

在地」、「墓地使用（祭祀）者の住所及び氏名」、「受注者又は承継人の氏名及び住所」、

「火葬カロート有及びカロート無（基本霊体、累加霊体・埋葬霊体数×補償単価＝補償金

額）」、「土葬で火葬を要するもの及び火葬不要のもの（基本霊体大人６才以上、子供０
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～５才・累加霊体・埋葬霊体数×補償単価＝補償金額）」からなる。 

このうち、本件決定においては、「火葬カロート有及びカロート無」及び「土葬で火葬

を要するもの及び火葬不要のもの」欄における単価を非公開とした。 

キ 「工作物明細書」 

移設をする墓地に係る工作物の明細であり、「移転工法」、「物件所有者」、「名称」、

「規格・形状・寸法」、「数量」、「単価」、「金額」、「備考（コード・補償金額の算

出に伴う算定根拠）」等からなる。 

このうち、本件決定においては、「単価」欄における支障物件単価、「金額」欄におけ

る支障物件の金額、「備考（コード）」欄における算定根拠及び単価コード、支障物件の

合計金額を非公開とした。 

ク 「竹木類移植及び伐採補償単価別集計表」 

移設をする墓地に係る立木等の明細であり、「移植伐採の別」、「樹種」、「幹周」、

「根元周」、「胸高径」、「樹高」、「枝幅」、「樹齢」、「単位」、「数量」、「単価」、

「金額」、「摘要」、「合計金額」等からなる。 

このうち、本件決定においては、「単価」欄における支障物件単価、「金額」欄におけ

る支障物件の金額、「摘要」欄における単価コード、支障物件の合計金額を非公開とした。 

ケ 「補償費の決定について（依頼）」 

物件調査を行った支障物件について、補償費の決定依頼を各土木事務所長から、用地室

長あてに行う文書である。 

このうち、本件決定においては、「補償対象者」の住所を非公開とした。 

コ 「住民票（自治会長分）」 

住民票については、全て非公開として取り外している。 

 

４ 本件決定の適法性について 

（１）条例第８条第１項第１号について 

事業者の適正な活動は、社会の維持存続と発展のために尊重、保護されなければならない。

このような見地から、法人その他の団体（以下「法人等」という。）に関する情報であって、

公にすることにより、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるも

のは公開しないことができるとするのが、条例第８条第１項第１号である。 

ここでいう「法人等」には、営利法人や登記された法人に限らず、自治会等の任意の団体

等や権利能力なき社団も含まれる。また、「正当な利益を害すると認められる」情報とは、

団体等の自治に対する不当な干渉になる情報等必ずしも「競争」の概念で捉えられないもの

をいうと解されている。 

（２）条例第８条第１項第１号に該当することについて 

本件非公開部分のうち、本号に該当するとして非公開としたのは、「補償決定額（単価及

び数量・補償項目別の補償額・補償額の算定基礎）」、「地上物件補償調書の金額、摘要、

合計金額、工作物明細書の単価、金額、備考（コード）」、「埋葬霊体調査表、改葬料の金

額」、「竹木類移植及び伐採補償単価別集計表の単価、金額、摘要、合計金額」（以下「補

償金額等」という。）である。 

本件非公開部分に記録されている、補償金額等の情報は、安威川ダム建設事業に係る用地

買収の相手方である団体「生保自治会」が、実施機関との契約に基づき、受け取った金額を
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類推され得るものであり、条例第８条第１項第１号の「法人等に関する情報」に該当する。 

また、公共事業における用地買収は、公的資金を支出するものではあるが、契約等により、

団体に支払われた具体的な金額については、当該団体にとっては、運営上の内部情報に属す

る事項であり、墓地関連施設の移転が公的資金によって支払われていることをもって、売買

代金等の金額が契約の当事者以外の者に対して、公にされることを想定しているということ

はできない。 

当該墓地の移転に係る補償金額等の情報については、団体の自治のための資産に係る内部

的な情報であるということができ、よって、「公にすることにより、当該法人等の競争上の

地位、その他正当な利益を害すると認められるもの」に該当する。 

したがって、本件非公開部分に記録されている情報は、条例第８条第１項第１号に該当す

る。 

（３）条例第８条第１項第４号について 

本号は、行政が行う事務事業に係る情報のうち、当該事務事業の性質、目的等からみて、

安易に公開することにより、当該事務事業の実施の目的を失い、府民全体の利益を損なう恐

れがあるものがある。また、反復継続的な事務事業に関する情報の中には当該事務事業実施

後であっても、これらを公にすることにより同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又

は公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすものもある。このような支障を防止するため、

これらの情報については、公開しないことができる旨を定めたものである。 

そして、本号に該当するかどうかの判断を行うに当たっては、当該事務事業の性質を十分

考慮し、かつ執行の経過をも踏まえ、公にすることにより「事務の公正かつ適切な執行に著

しい支障を及ぼすおそれ」の程度について、慎重な検討を行う必要がある。 

（４）条例第８条第１項第４号に該当することについて 

本件非公開部分のうち、本号に該当するとして非公開としたのは、補償金額等の情報であ

る。 

本件非公開部分に記録されている補償金額等の情報は、本府が施行する公共事業の事業実

施に必要な土地を取得するために行った用地事務に関する情報であり、条例第８条第１項第

４号に規定する「府の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試

験、入札、契約、交渉、渉外、争訟、調査研究、人事管理、企業経営等の事務に関する情報」

に該当する。 

次に、本件非公開部分を公にすることにより、「当該若しくは同種の事務の目的が達成で

きなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれ」がある

ことについて述べる。 

用地事務は、公共事業のために地権者である私人に土地の売渡し及び支障物件の移転等を

求めるという性格から、相手方との交渉の積み重ねが大部分を占め、相手方との円滑な交渉

を行うために信頼関係を構築することが事業を推進していくための重要な前提となる。 

従って、用地事務の実施に当たっては、交渉の相手方との信頼関係の破綻や無用な混乱を

生じさせないようにすることにより、円滑な交渉事務を進めていくことに最大限の配慮をし

なければならない。 

また、補償金額等は、支障物件に関する情報であって、契約の相手方においては、相続や

税務関係等、生活や事業活動に関わる様々な事情を抱えており、これらの支障物件等に関す

る情報を公にすることによって、公共事業に協力した人々に如何なる影響を与えるのか、は
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かり知れないものがある。 

公共事業の用地買収時における物件補償の交渉は、物件所有者等に対し交渉を行い、双方

の合意による補償契約締結を基本としている。 

補償金額等が公開されることとなれば、団体等の補償金額が将来公になることを嫌って、

補償交渉自体を拒む団体が出てくることが考えられ、また、通常は、補償金額等は公にしな

いことを了解した上で、交渉を進めていることから、事業施行者及び被補償者との間で築き

上げてきた信頼関係が損なわれるおそれが生じるものと認められる。 

以上のように事業用地の買収を進める上で支障となる諸事情を考慮すると、本件非公開部

分に記録されている情報は、「公にすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成

できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれのある」

ものであり、条例第８条第１項第４号に該当する。 

（５）条例第９条第１号について 

個人の尊厳の確保、基本的人権の尊重のため、個人のプライバシーは最大限に保護されな

ければならない。 

特に個人のプライバシーは一旦侵害されると、当該個人に回復困難な損害を及ぼすことに

鑑み、条例は、その前文において「個人のプライバシーに関する情報は最大限に保護するこ

と」を明記し、条例第５条において「実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、

個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られた

くないと望むことが正当であると認められるものをみだりに公にすることのないよう最大限

の配慮をしなければならない。」ことを定めている。 

そして、条例第９条第１号においては、「個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家

族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報（事業を営む個人

の当該情報に関する情報を除く。）であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般

に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの」については、「公開し

てはならない情報」とし、公開することを禁止するという基本原則が明確に定められている。 

条例第９条第１号の「一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる」

情報とは、一般的に社会通念上、他人に知られることを望まないものをいい、この「正当で

あると認められる」情報判断については、個人を取り巻く背景や情報そのものの性質等を十

分に考慮した上で行った。 

（６）条例第９条第１号に該当することについて 

本件非公開部分のうち、本号に該当するものとして非公開としたのは、「個人の住所」及

び「住民票」である。 

「個人の住所」及び「住民票」については、明らかに「個人のプライバシーに関する情報

であって、特定の個人が識別され得るもの」である。 

また、これらの情報は、通常一般に公になっている情報から特定、或いは類推できるもの

ではなく、「一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる」情報であ

る。 

以上のことから、「個人の住所」及び「住民票」については、「個人のプライバシーに関

する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと

望むことが正当であると認められる」ものであり、条例第９条第１号に該当する。 
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５ 結論 

以上のとおり、本件決定は、条例の規定に基づき適正に行われたものであり、何ら違法又は

不当な点はなく、適法かつ妥当なものである。 

 

 

第六 審査会の判断理由 

１ 条例の基本的な考え方について 

行政文書公開についての条例の基本的な理念は、その前文及び第１条にあるように、府民の行

政文書の公開を求める権利を明らかにすることにより「知る権利」を保障し、そのことによって

府民の府政参加を推進するとともに府政の公正な運営を確保し、府民の生活の保護及び利便の増

進を図るとともに、個人の尊厳を確保し、もって府政への信頼を深め、府民福祉の増進に寄与し

ようとするものである。 

このように「知る権利」を保障するという理念の下にあっても、一方では、公開することによ

り、個人・法人等の正当な権利・利益を害したり、府民全体の福祉の増進を目的とする行政の公

正かつ適切な執行を妨げ、府民全体の利益を著しく害することのないよう配慮する必要がある。 

このため、条例においては、府の保有する情報は公開を原則としつつ、条例第８条及び第９条

に定める適用除外事項の規定を設けたものであり、実施機関は、請求された情報が条例第２条第

１項に規定する行政文書に記録されている場合には、条例第８条及び第９条に定める適用除外事

項に該当する場合を除いて、その情報が記録された行政文書を公開しなければならない。 

 

２ 本件行政文書について 

（１）本件行政文書について 

本件行政文書は、安威川ダム建設事業に伴う、墓地の移設に要する補償費を決定した際の決

裁文書一式（自治会に補償金が支払われたもの）であり、次の文書からなっている。 

ア 「補償費の評価決定額について（通知）」（決裁・施行済の案） 

イ 「損失補償金算定調書」  

ウ 「移転雑費明細書」「その他の補償費明細」 

エ 「支障物件調査表」 

オ 「地上物件補償調書」 

カ 「埋葬霊体調査表・改葬料」 

キ 「工作物明細書」 

ク 「竹木類移植及び伐採補償単価別集計表」 

ケ 「補償費の決定について（依頼）」 

コ 「住民票（自治会長分）」 

（２）異議申立人が公開を求めている情報について 

異議申立書、反論書及び口頭意見陳述の内容からすると、本件異議申立てにおいて、異議

申立人は、本件非公開部分のうち、個人の住所及び住民票については、公開を求めていない

ものと認められる。このことを踏まえて、異議申立人が、本件異議申立てにおいて、公開を求

めている情報（以下「本件係争情報」という。）を整理すると、次のとおりである。 

ア 土地の利用形態の種別（自地自用・他地自用の別） 

（ア）「損失補償金算定調書」の「種別」の「土地」欄に記録されている自地自用・他地自
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用の別  

（イ）「移転雑費明細書」に記録されている土地の種別  

イ 補償費の項目ごとの算出根拠等（単価、数量、算式など） 

（ア）「移転雑費明細書」の「雑費」の「契約費用」欄に記録されている金額及び算定基礎 

（イ）「移転雑費明細書」の「就業不能補償額」欄に記録されている金額及び算定基礎 

（ウ）「地上物件補償調書」の「「計」に係る摘要」欄及び「「消費税相当額」に係る摘要」

欄に記録されている消費税対象経費 

（エ）「工作物明細書」の「単価」欄に記録されているブロック縁石及び組立物置の補償単

価 

（オ）「工作物明細書」の「金額」欄に記録されている墓石、ブロック縁石及び組立物置の

金額 

（カ）「工作物明細書」の「備考（コード）」欄に記録されているコード番号 

（キ）「工作物明細書」の「備考（コード）」欄に記録されている算出根拠 

（ク）「工作物明細書」の「計」欄及び「諸経費」の「単価」欄に記録されている合計額 

（ケ）「工作物明細書」の「諸経費」欄に記録されている諸経費の金額 

（コ）「埋葬霊体調査表･改葬料」の改葬料の明細に係る「単価」欄に記録されている単価 

（サ）「竹木類移植及び伐採補償単価別集計表」の「単価」欄、｢金額」欄及び「摘要」欄に

記録されている竹木の伐採に係る補償単価、補償金額及びコード番号 

ウ 補償費の項目ごとの金額 

（ア）「損失補償金算定調書」の「地上物件補償額」欄に記録されている補償額 

（イ）「損失補償金算定調書」の「移転雑費」欄に記録されている補償額 

（ウ）「移転雑費明細書」の「計」欄に記録されている合計額 

（エ）「地上物件補償調書」の「墓石」欄に記録されている金額 

（オ）「地上物件補償調書」の「立竹木」欄に記録されている取得補償及び伐採補償の金額 

（カ）「地上物件補償調書」の「計」欄に記録されている金額 

（キ）「地上物件補償調書」の「消費税相当額」欄に記録されている金額 

（ク）「地上物件補償調書」の「合計」欄に記録されている金額 

（ケ）「工作物明細書」の「合計」欄に記録されている合計額 

（コ）「竹木類移植及び伐採補償単価別集計表」の「(計）」欄、｢計」欄及び「合計」欄に

記録されている金額 

エ 補償費の総額 

（ア）「補償費の評価決定額について（通知）」の「決定額」欄に記録されている補償対象者

ごとの補償費の金額 

（イ）「損失補償金算定調書」の「合計」欄に記録されている補償費の金額 

 

３ 本件決定に係る具体的な判断及びその理由について 

（１）条例第８条第１項第４号について 

行政が行う事務事業に関する情報の中には、当該事業の性質、目的等からみて、執行前ある

いは執行過程で公開することにより、当該事務事業の実施の目的を失い、又はその公正かつ適

切な執行に著しい支障を及ぼし、ひいては、府民全体の利益を損なうおそれがあるものがある。 

また、反復継続的な事務事業に関する情報の中には、当該事務事業実施後であっても、公開
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することにより同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又は公正かつ適切な執行に著しい

支障を及ぼすおそれのあるものもある。 

このような支障を防止するため、これらの情報は公開しないことができるとするのが本号の

趣旨であり、同号は、 

ア 府の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、契約、

交渉、渉外、争訟、調査研究、人事管理、企業経営等の事務に関する情報であって、 

イ 公にすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの

事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの 

は公開しないことができる旨定めている。 

（２）本件係争情報の条例第８条第１項第４号該当性について 

本件係争情報は、実施機関が、安威川ダム建設事業に係る用地取得のために行った墓地の移

設に際し、自治会に対して行った補償に関する情報であり、当該墓地内の墓石等を所有する自

治会と協議・交渉し、合意（契約）に至った結果に関する情報であるから、条例第８条第１項

第４号の「府の機関又は国等の機関が行う契約、交渉等の事務に関する情報」として、（１）

アの要件に該当する。 

次に、本件係争情報が（１）イの要件に該当するか否かを検討するに、一般に、公共事業は、

多額の公金の投入を伴うものであり、その公正かつ適切な実施は、府民の正当な関心事である。

また、公共事業の実施に伴う用地取得のための補償交渉は、補償対象者の考え方等により難航

する場合などさまざまな経過をたどるものではあるが、補償額の算定自体は、「公共用地の取

得に伴う損失補償基準要綱」（昭和３７年６月２９日閣議決定）や「公共用地取得に伴う損失

補償基準」（昭和３７年１０月１２日用地対策連絡協議会決定）等の客観的な基準によって行

われるものであって、交渉における駆け引き等によって、左右されるものではない。 

以上のことからすると、本件係争情報は、公にすることにより、実施機関が今後とも行う用

地事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及

ぼすおそれのある情報とは言えず、（１）イの要件には該当しないと認められる。 

なお、この点に関し、実施機関は、契約の相手方には、相続・税務関係、その他様々な事

情を抱えている中で、個人の補償金額が公になることを嫌い、補償交渉自体を拒む団体が出

てくるおそれがある、これまで公にしないことを了解した上で、交渉を進めている点で被補

償者との間の信頼関係が損なわれるおそれがあるなどと主張しているが、本件係争情報は、

自治会という一定の公共性のある地縁団体に対して共同墓地の移設に係る補償を行った事案

に関する情報であり、個人の住宅等に係る補償の事案とは性質を異にする上、公共事業用地

の取得に係る土地の買収価格について公開すべきとの最高裁判例が相次いでいる現状からす

ると、これらの主張をもって、実施機関が今後とも行う用地事務の目的が達成できなくなり、

又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるとは、認められ

ない。 

以上のことから、本件係争情報は、条例第８条第１項第４号に該当しないと認められる。 

（３）条例第８条第１項第１号について 

事業を営む者の適正な活動は、社会の維持存続と発展のために尊重、保護されなければなら

ないという見地から、社会通念に照らし、競争上の地位を害すると認められる情報その他事業

を営む者の正当な利益を害すると認められる情報は、営業の自由の保障、公正な競争秩序の維

持等のため、公開しないことができるとするのが本号の趣旨である。 
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同号は、 

ア 法人（国、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、土地

開発公社及び地方道路公社その他の公共団体を除く。）その他の団体に関する情報又は事業

を営む個人の当該事業に関する情報であって、 

イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害する

と認められるもの（人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動

又は人の生活若しくは財産に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活

動に関する情報を除く。） 

が記録された行政文書は公開しないことができる旨定めている。 

本号の「競争上の地位を害すると認められるもの」とは、生産技術上又は営業上のノウハ

ウや取引上、金融上、経営上の秘密等公開されることにより、公正な競争の原理に反する結

果となると認められるものをいい、「その他正当な利益を害すると認められるもの」とは、

公開されることにより、事業を営む者に対する名誉侵害や社会的評価の不当な低下となる情

報及び団体の自治に対する不当な干渉となる情報等必ずしも競争の概念でとらえられないも

のをいうと解されるが、これらの具体的な判断に当たっては、当該情報の内容のみでなく、

当該事業を営む者の性格や事業活動における当該情報の位置づけ等も考慮して、総合的に判

断すべきものである。  

（４）条例第８条第１項第１号該当性について 

本件係争情報は、実施機関が、安威川ダム建設事業に係る用地取得のために行った墓地の

移設に際し、自治会に対して行った補償に関する情報であるから、（３）アの要件に該当す

ることは明らかである。 

次に、本件係争情報が（３）イに該当するかどうか検討するに、本件係争情報は、自治会

が所有する共同墓地内の無縁仏の移設に伴い管理者である当該自治会が受けた補償金に関す

る情報であり、当該自治会の資産や収入の状況が部分的に明らかになる情報ではあるものの、

審査会において見分したところによれば、団体の内部管理に関する情報等は含まれておらず、

地縁団体としての自治会の公共的な性格を考慮すると、公にすることにより、当該自治会に

対する名誉侵害や社会的評価の不当な低下となる情報や団体の自治に対する不当な干渉とな

る情報ではないと認められた。 

以上のことからすると、本件係争情報については、公にすることにより、当該自治会の競

争上の地位その他正当な利益を害するとは認められず、（３）イの要件に該当しない。 

したがって、本件係争情報は、条例第８条第１項第１号には該当しない。 

（５）本件係争情報の条例第９条第１号該当性について 

本件決定において、実施機関が条例第９条第１号に該当するとして非公開とした情報は、

自治会長である個人の住所と住民票であるが、本件異議申立てにおいて、異議申立人は、こ

れら情報の公開を求めていないと認められるので、この点については、検討するまでもない。 

 

４ 結論 

以上のとおりであるから、本件非公開部分のうち住民票及び個人の住所を除く情報の公開を

求める本件異議申立ては、理由があり、「第一 審査会の結論」のとおり答申するものである。 
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（主に調査審議を行った委員の氏名） 

   岡村周一、福井逸治、松田聰子、岩本洋子 
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